
津市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱 

 

平成２７年７月１３日訓第６６号  

 

 改正 平成３０年１０月１日訓第４７号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号。以

下「法」という。）第７条第１項の規定に基づく生活困窮者就労準備支援事

業（以下「就労準備支援事業」という。）を実施することに関し必要な事項

を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 就労準備支援事業の対象者は、本市の区域内に居住している生活困窮

者（法第３条第１項に規定する生活困窮者をいう。以下同じ。）であって、

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 次のいずれにも該当する者 

ア 就労準備支援事業の利用を申請した日（以下「申請日」という。）の

属する月における生活困窮者及び生活困窮者と同一の世帯に属する者

（以下「生活困窮者等」という。）の収入の合計額が、収入額（３１５，

０００円に生活困窮者と同一の世帯に属する者の数に１を加えた数を乗

じて得た額（生活困窮者が生活困窮者と同一の世帯に属する者を有する

場合には、当該額に１８９，０００円を加算した額）に給与所得控除額

を加えて得た額（当該額に１，０００円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てた額））を１２で除して得た額（当該額に１，０００円未満

の端数があるときは、これを１，０００円に切り上げた額。以下「基準

額」という。）に生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示

第１５８号）による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下である者 

イ 申請日における生活困窮者等の所有する金融資産の合計額が、基準額

に６を乗じて得た額以下である者 

⑵ 前号に該当する者に準ずる者として次のいずれかに該当する者 

 ア 前号のア又はイに規定する額のうち把握することが困難なものがある 

  者 

 イ 前号に該当しない者であって、同号ア又はイに該当する者となるおそ



れがあるもの 

 ウ 市長が特に就労準備支援事業による支援が必要と認める者 

（就労準備支援担当者の設置等） 

第３条 就労準備支援事業の円滑な実施を図るため、本市に就労準備支援担当

者（以下「担当者」という。）を置く。 

２ 担当者の職務は、次のとおりとする。 

⑴ 就労準備支援プログラム（生活困窮者が抱える課題並びに次号から第４

号までに掲げる支援の目標及び具体的内容を記載したものをいう。）の作

成及び見直しに関すること。 

⑵ 適正な生活習慣の形成を促すための支援に関すること。 

⑶ 社会的能力の形成を促すための支援に関すること。 

⑷ 就労に向けた技法及び知識の習得等を促すための支援に関すること。 

⑸ その他就労準備支援事業の実施に関し市長が必要と認めること。 

３ 担当者は、次のいずれかに該当する者のうちから、市長が委嘱する。 

⑴ キャリア・コンサルタントの資格を有する者 

⑵ 産業カウンセラーの資格を有する者 

⑶ 市長が前２号に掲げる者と同等の能力又は実務経験を有すると認める者 

４ 担当者は、厚生労働省が実施する養成研修を修了している者でなければな

らない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。 

（委託） 

第４条 就労準備支援事業は、市長が適当と認める法人その他の団体に委託し

てこれを行うものとする。 

（委任） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この訓は、平成２７年７月１５日から施行する。 

   附 則（平成３０年１０月１日訓第４７号） 

 この訓は、平成３０年１０月１日から施行する。 

 


